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第２章
自立支援のための

ケアマネジメントの基本

上巻 P61～

1H28年度介護支援専門員実務・更新研修

本科目の目的 P６１

利用者の尊厳の保持及び自立支援に資
するケアマネジメントの視点を理解する。

また、利用者が住み慣れた地域で主体的
な生活を送ることができるように支援する
ことの重要性を理解するとともに、在宅生
活を支援する上で、家族に対する支援の
重要性を理解する。

2H28年度介護支援専門員実務・更新研修
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本科目の修得目標 P63
①中立・公平なケアマネジメントの重要性について説明できる。

②運営基準に遵守したケアマネジメントの重要性を説明できる。

③利用者本位の選択を支えるケアマネジメントの意義を説明で

きる。

④利用者の権利を尊重したケアマネジメントの重要性について

説明できる。

⑤社会資源を活用したケアマネジメントの必要性について説明

できる。

⑥利用者の能力に応じたケアマネジメントの重要性について説

明できる。

⑦家族に対する支援の重要性について説明できる。

⑧介護予防ケアマネジメントの考え方について説明できる。

3H28年度介護支援専門員実務・更新研修

第1節 中立・公正なケアマネジメント P64

4

１ ケアマネジメント誕生の背景

ケアマネジメントの定義

『利用者の社会生活上のニーズを充足させるため、適
切な社会資源と結びつける総体』

心身に障害を抱え介護等が必要な状態になるなど、地域での
生活に困難をきたすような問題が発生した人に、その問題を解
決するために必要な保健・医療・福祉サービス（フォーマル
サービス）をはじめ、家族、友人、親戚、ボランティアなどのイン
フォーマルサービスまで含めた地域の様々な社会資源を調整
して提供し、地域での生活を継続して支援していく実践

H28年度介護支援専門員実務・更新研修
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（１）「ケアマネジメント」誕生の背景

１）アメリカ

1970年代後半 利用者の地域生活を支援するために
生まれたのが「ケースマネジメント」

精神障害者に対する住宅政策と地域生活への支援

２）イギリス

1990年 コミュニティケア法制定 「ケアマネジメント」
が位置づけられる

5

第1節 中立・公正なケアマネジメント P64

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

（２）「ケアマネジメント」の目的

『ケアマネジメントとは、要援護者と社会資源を結びつ
けることによって、要援護者の地域社会での生活を支
援していくこと』

6

「生活の質を高めると同時に自立を支援
すること」

第1節 中立・公正なケアマネジメント P65

H28年度介護支援専門員実務・更新研修
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第1節 中立・公正なケアマネジメント P65

7

２ ケアマネジメントの機能

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

１）アセスメントについて
①利用者がどの程度の自己ケア（セルフケア）能力を有す
るのか、対人サービスにどのようなニーズをもつのか。
②利用者の周りには、どのようなソーシャルネットワークが
あり、利用者のニーズにどのくらい応えられるのか。
③対人サービス提供者が、その利用者のニーズに対して
どのくらい応えられる能力をもつのか。

⇒利用者自身、地域のソーシャルネットワーク、
サービス提供者の能力、それらをアセスメン
トする。

8

第1節 中立・公正なケアマネジメント P66

H28年度介護支援専門員実務・更新研修



5

9

第1節 中立・公正なケアマネジメント P67

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

（２）ケアマネジメントの機能の範囲

①利用者・家族の地域生活に必要な力量を高める。

②利用者・家族の代弁をして、サービス提供者、
ソーシャルネットワークへはたらきかける。

③新たな支援ネットワークの形成やサービス開発

のために、地域社会のケアシステムにはたらき

かける。

④利用者・家族の権利擁護のために橋渡しをする

10

第1節 中立・公正なケアマネジメント P67

H28年度介護支援専門員実務・更新研修
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第1節 中立・公正なケアマネジメント P67～68

１）連絡・通報の受付
２）アウトリーチ機能
３）スクリーニング機能

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

第1節 中立・公正なケアマネジメントP69

12

３ 介護保険制度とケアマネジメント
（１）法令・通知の用語

１）「ケアマネジメント」と「居宅介護支援」

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

≪ケアマネジメント≫居宅介護支援、施設における施設サービ
ス計画の作成、サービスの利用援助及び施設サービス計画の
実施状況の把握並びに介護予防支援をいう

≪居宅介護支援≫

①居宅サービス、地域密着型サービス等の適切な利用等をで
きるよう、居宅サービス計画を作成

②サービス提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡
調整その他の便宜の提供

③介護保険施設への入所を要する場合の紹介その他の便宜
の提供を行うこと
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３）居宅介護支援に関する用語

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

第1節 中立・公正なケアマネジメントP70

受付・初期相談面
接

１．アセスメント

３．サービス
担当者会議

原案の確定

介護サービス計
画の実施

４．モニタリン
グ

５．評価

終結

インテーク
契約

見
直
し

目標達成

時
間

ケアマネジメントプロセス

１．アセスメント

２．介護サービス計画原案の作
成

第1節 中立・公正なケアマネジメントP70～71
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４、ケアマネジメントのプロセスの概要

（１）受付・初期面接面談

・受付（ケースの発見）：電話・来所・紹介等

・スクリーニング：介護サービスの必要性、医療面などの緊急性

他法施策等受給確認等

※利用申込者は「利用者になり得る人」であり、契約により「利

用者」となる。

・契約：重要事項説明書等（文書により同意を得る）

・インテーク（受理面接）主訴の確認、情報収集

H28年度介護支援専門員実務・更新研修 15

第1節 中立・公正なケアマネジメントP70

（２）アセスメント

①情報収集

↓

②課題分析

↓

③解決すべき課題（ニーズ）明らかにする

H28年度介護支援専門員実務・更新研修 16

第1節 中立・公正なケアマネジメントP71

現状の把握（アセスメントツール
などで）
※利用者とのコミュニケーション
をとりながら

⇒利用者・家族の強さの把握（有している力・可能性）
⇒本当に支援が必要なことは何なのか
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（３）介護サービス計画原案の作成
介護サービス計画原案には、利用者の望む暮らしを実現する
ために明らかになった課題や目標を設定。援助内容としてサー
ビス内容やサービス種別、サービス提供を行う事業所、家族や
近隣住民などの役割も記載される。利用者の自立支援にかか
わるケアチームとその役割の基本的な概要が示される。

⇒利用者・家族への説明・同意 ⇒ 社会資源の調整

（４）サービス担当者会議
利用者・家族の生活への意向、課題と目標の共通理解と

チームワークづくり

介護サービス計画原案が確定

H28年度介護支援専門員実務・更新研修 17

第1節 中立・公正なケアマネジメントP72

（５）介護サービス計画の確定

（６）介護サービス計画の実行
介護サービス事業者などへの連絡調整

利用者・家族の相談、援助を継続して実施

（７）モニタリング

継続的な計画やサービスの実施状況の把握
ケアプランの実施状況の確認と調整

サービス利用開始による利用者・家族の生活状況確認

サービスの有効性を評価

利用者・家族の満足度による評価

H28年度介護支援専門員実務・更新研修 18

第1節 中立・公正なケアマネジメントP73
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（８）見直し（再アセスメント）
ケアプランに位置づけたサービスの効果が無い場合
新たなニーズが出現したとき

再アセスメント⇒プランの変更

（９）終結
要介護認定から要支援認定になったとき
病院への長期入院
施設入所
死去
居宅介護支援事業所の変更

H28年度介護支援専門員実務・更新研修 19

第1節 中立・公正なケアマネジメントP73

20

５．介護支援専門員の設置

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

第1節 中立・公正なケアマネジメントP73～74
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６．介護支援専門員に求められる機能と役割
（１）プランニング機能
利用者の身体的・精神的な状況
家族の状況
利用者・家族の価値観
利用者・家族を取り巻く環境

ケアの目標設定
地域のサービス事業所や支援者の調整
介護サービス計画の作成
（２）マネジメント機能
保険給付される介護サービスの管理

利用者の自立支援につながる適切な介護サービスのマネジ
メント

21

第1節 中立・公正なケアマネジメントP74～75 

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

アセスメント力

（３）調整機能（コーディネート）

介護支援専門員は保健・医療・福祉分野などの専門職やサービス提
供者、その他の社会資源と連携し、その相互間の調整を行い、利用
者への様々な支援が総合的に行われるようチームのまとめ役（コー
ディネーター）としての機能を果たす

（４）相談機能

利用者・家族の不安や悩みを受け止める

利用者・家族のもつ強さ・生きる力を高める

（５）権利擁護機能

介護サービス利用にあたり苦情の窓口

虐待等の発見に努め、必要に応じて専門機関につなぐ

常に利用者の立場に立って、その権利を擁護する姿勢が求められる

22

第1節 中立・公正なケアマネジメントP75

H28年度介護支援専門員実務・更新研修
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７．利用者支援という方法

（１）利用者自らの判断

利用者自身が正しい判断ができるように情報提供や心理的
サポートを行う

利用者が自らの人生のために介護サービスを活用していく
力をもつように支援する

利用者の意欲（利用者の持っている力）にはたらきかける

（２）社会的公正

利用者主体をつらぬきながら、自立支援にとって適切なサー
ビスの利用を実現する

23

第1節 中立・公正なケアマネジメントP76 

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

８．公平性・中立性

24

第1節 中立・公正なケアマネジメントP76～77

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

公
平
性

１）要介護・要支援者と支援者との関係における公平性
２）サービスの利用援助における公平な態度
①ケアマネジメントプロセスに基づくサービスの提供
②適切なニーズアセスメントとサービスの選定

中
立
性

１）利用者とサービス提供事業者
２）利用者とサービス提供事業所
①居宅介護支援事業所と介護支援専門員の中立性
②集中減算
③居宅サービス事業者の評価
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１．利用者の能力・性格

利用者が生活障害をどのように受け止めているか

利用者の現状を把握するための情報
（１）利用者の意欲・性格

 発症、また障害が残ってからどのぐらいの期間を経ているか

 生活上の不便

 障害受容・生活意欲・死の受容など

（２）利用者が自分で表現できるのか

 相談援助職として、利用者・家族との間でどのようなコミュニ
ケーションを図っていくのかは重要な対人援助技術

25

第４節 利用者本位の選択を支える
ケアマネジメントの意義 P127～128 

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

（３）利用者のストレングスの確認

利用者の持っている強さ・強み

 要介護状態にある高齢者はマイナス面に着目しがち

 利用者の持っているプラスの力を『強み』ととらえる

例）意欲、才能、特技、嗜好、性格、願望、有する資産、人間関係

社会資源等

 『強み』をとらえ、その内容を尊重すること

 居宅のケアプランは自己作成が出来ることも説明する。

26

第４節 利用者本位の選択を支える
ケアマネジメントの意義 128 

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

ストレングス
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２．利用者の能力を補完する方法

（１）家族による代弁

（２）成年後見制度・権利擁護事業

（３）近隣住民による援助

 インフォーマルなサポートの担い手として、近隣住民は大き
な力を発揮する存在

 過剰な期待は負担感を招く

 出来ることを出来る範囲で 継続が大切

27

第４節 利用者本位の選択を支える
ケアマネジメントの意義 P129 

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

３．利用者の理解度を測る

（１）利用者の利益を優先する

（２）近所の人の価値観に左右されない

（３）介護専門員からの押しつけ

28

第４節 利用者本位の選択を支える
ケアマネジメントの意義 P130 

H28年度介護支援専門員実務・更新研修
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４．利用者の自己決定を支援する

（１）利用者の自己覚知

利用者が自分のおかれている状態を認識すること

疾病や後遺症があること、自分の持っている力は何か
を理解すること

29

第４節 利用者本位の選択を支える
ケアマネジメントの意義 P130 ～131

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

自己覚知

（２）知る権利

 利用者に理解できる方法で情報を伝えることが、利用者の知る権利を
保障する（知る）

 利用者に行う説明⇒利用者の自己決定につながるように

 利用者は状態に合わせたサービスを選ぶことができること（選ぶ）

 利用者は自分の望む生活について、どのような方法をとるのか決め
ることができる。嫌な事は否認出来る（決定・否認）

 利用者は希望する内容になるように、状況の変化を求めることができ
る（求める）

 利用者の求めていた状況に近づき、生活が回復する（回復する）

30

第４節 利用者本位の選択を支える
ケアマネジメントの意義 P131 ～132

H28年度介護支援専門員実務・更新研修
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１．社会資源を有効に活用する
（１）ニーズ中心主義

 適切なアセスメントの結果として導き出された利用者の生活ニー
ズを解決するために、必要な社会資源を活用する。

 既存のサービスに利用者を合わせる⇒☓
 利用者の生活ニーズを解決する社会資源がない場合は、必要な
社会資源の整備をはたらきかけることも必要

（２）社会資源とは何か

31

第５節 社会資源を活用した
ケアマネジメントの必要性 P133 

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

『福祉ニーズの充足のために利用・動員される施設・設備・資
金・物品、諸制度、技能、知識、人、集団などの、有形・無形の
ハードウェア及びソフトウェアの総称』（外的資源）
利用者自身が持っている力（内的資源）
内的資源と外的資源の総称が「社会資源」

２．生活ニーズから社会資源につなぐ

（１）介護保険サービスは、社会資源の一部

32

第５節 社会資源を活用した
ケアマネジメントの必要性 P134 

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

介護保険サー
ビスだけで、利
用者の「生活」
「生活ニーズ」
を支える事は
出来ない
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（２） 社会資源のアセスメント

33

第５節 社会資源を活用した
ケアマネジメントの必要性 P135

H28年度介護支援専門員実務・更新研修

１．家族関係の変化
（１）家族にしかできない役割

 高齢者世帯や単身世帯の急増

 二世帯同居、三世代同居は約6割

 要介護者に対する家族の理解や協力が重要な役割を担う

 家族は利用者の生活歴をよく知る存在

（２）家族は別の人生

 利用者の個別性を重視するとともに、家族の個別性も大切
にする

 家族が介護負担を出来るだけ感じることなく、家庭内で利用
者へのサポートができるように支援していく

家族も「支援されるべき存在」

34

第６節 家族に対する支援の重要性 P136 

H28年度介護支援専門員実務・更新研修
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２．家族を評価する

（１）家族の生活との折り合い点

 利用者と家族との力関係やバランスの把握

 家族がサポートできる部分の活用

 重度化防止の役割

（２）意見の違い

調整が難しい場合⇒多様な角度からアプローチする

（３）家族の役割と立ち位置

 「家族」の関わり方も多様

 利用者と家族の実態を観ながらそれぞれの現実をみていく

 家族という関係には外からでは推し量れない部分がある

35

第６節 家族に対する支援の重要性 P136～137 

H28年度介護支援専門員実務・更新研修


